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緒 言

人口の中に占める老人比率の増加にともなって,老人を含む世帯の形態を予測しつつ,

健常者を主要に想定して計画されてきた既存の住環境を,どのように改善・整備していく

かが重要な課題になりつつある。このような整備は,老人が置かれている実状を把握しつ

つ適切に行なわなければ効果を期待できない。一口に老人といっても,身体的な運動能力

や他の家族との同居・別居状況,周囲の環境条件などにより,住生活の様式や住要求は大

きく異なってくるので,それぞれの状況を検討し,合致した計画をたてる必要がある。

しかし,現在の老人に対する住宅規模条件を始めとする基準は,老人を含んだ世帯と含

まない世帯とは区別しているものの,全国一律に設定したもので,地方がもつ諸条件によ

る差異を考慮していない。老人と若年世代との居住状態についてみても,気候,生産様式,

住宅規模などの条件によって,積雪地方における大家族制と温暖な地方における別棟居住

という違いのように,各地方ごとに歴史的に形成されてきた形態がある。これは,設備・

建築材料の改善や都市化,生活様式の合理化によって徐々に変化していくものの,今後も

依然として地方的差異を残していくものと思われる。

ここでは,老人を含んだ世帯の実状に合致した住宅計画のあり方を追究する視点から,

居住状態の差異を把握する上で基本的と考えられる地方性をとりあげ,全国的に実施され

た調査データをもとに検討する。そして,老人を含む世帯における地方の類型化を行ない,

地方相互の間にみられる住宅事情を比較検討することによって,各地方の老人の住生活に

必要な条件を抽出する。同時に,今後どのように変化していくかの方向性を考察し,老人

を対象とする住宅計画に示唆を与えようとする。分析においては,地方と,老人を含む世

帯型とを主要な軸として用いている。

研究の方法

全国を対象に地方的差異を比較するためには,全世帯に対して均等な比率で採取した大

量の数の対象についての調査が必要である。さらに,住生活上の困難点を引き出すために

は,居住者の意向についての設問を含んでいなければならない。以上の観点から,昭和58

年に建設省が実施した｢住宅需要実態調査｣1のデータを借用し,老人を含む世帯について

独自に再集計を行なった。

調査対象の抽出は,次のように行なわれている。ます,昭和58年｢住宅統計調査｣2)の対
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象となる調査区の中から,1 /11の抽出率で 表1

無作為等間隔抽出法により全国一律に抽出し,

抽出された調査区内に設定された調査単位区

の中から,「住宅統計調査」を実施しない1単位

区が抽出された。さらに,この調査単位区内

に常住する普通世帯を1/3の抽出率で無作

為に抽出して調査対象世帯が決定した。この

ようにして抽出された全国の標本世帯数は,

94,321戸である。これらに対する調査票回収

数は87,833票で,回収率93.1%である。調査

時期は昭和58年12月である。

建設省による集計では,抽出率の逆数を乗

じて実数値を推計しているが,本研究では,

集計の過程で分析に耐えない少数の分類が発

生して大きな誤差を生じる危険性を認識する

ため,有効回収調査票数のまま分析を行なっ

ている。

老人を含む世帯に関する地方の類型化

都道府県別の地方分類は基本的であるが,

今回分析の対象とした調査の場合,老人を含

む世帯のみを抽出するとサンプル数が少数と

なる県が発生する。さらに,全国47都道府県

を比較しようとすると,対象が多すぎ,繁雑

である。したがって,老人を含む世帯属性の

特徴に関して類似の性格をもっ都道府県をま

とめ,かつ,相互には異なった性格をもつい

くっかのグループに類型化することが必要と

される。地方の類型化にっいては,すでに行

政区や気候条件などによる区分はあるものの,

それらを利用することなく老人の住宅事情に

注目した地方の類型化を行ない,地方ごとの･

状況と地方相互の差異を明らかにしたことが

本研究の独自性である。

ます,①老人の居住状況を峻別するために

有効な指標を抽出し,続いて,②それらの主

要な指標に注目した地方の類型化を行なう。

地方の類型化に使用する指標の抽出につい

老人を含む世帯の属性に関する

因子分析結果(バリマックス回転後)

ては,調査項目の中から分類に有効と見込ま

れる項目を選択し,それらの項目を用いて因
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図1 老人に関する要因による地方区分

図2 地方別,老人を含む世帯の構成
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子分析を行なった。

因子分析の結果,主要な因子を抽出し,それらの因子に対して関係が深い調査項目を選

定し,地方を類型化するための指標とした(表1)。その結果,4つの因子が得られた。

調査項目との関係から,第1因子は住宅の規模を中心とした内容に関する因子,第2因子

は現在の住宅に対する満足度とそこから発生する定住志向に関する因子,第3因子は現住

宅における居住期間の長さに関する因子,第4因子は居住者の属性に関する因子であると

読みとれる。第3因子に定着性が現われる点が老人を含む世帯における特徴であろう。第

3因子までの累積寄与率で93.6%を占め,高い。以上の結果から,老人世帯の地方分類を

行なうための指標としては,これら4因子に対する因子負荷量が高い(0.4以上)項目を

原則的に選択した。さらに,コミュナリティが低いためにこれら4因子に関する因子負荷

量は高い値が得られなかったものの,老人の居住形態を大きく左右する重要な項目と考え

られる「子供夫婦との将来の住み方」を加えた。また,住宅の室数と畳数のように重複し

ている項目を一方に絞り,表1の○印を付した13指標に決定した。

以上のようにして求めた13指標に都道府県の指標を加え,林の数量化第Ⅲ類を行なうこ

とで要素間の分類を行なった。その結果得られた都道府県の位置をⅠ軸とⅡ軸について図

1に示す。

I軸は別居傾向か同居傾向かという軸,Ⅱ軸は都市的か地方的かを示す軸として読みと

れる。各都道府県の位置は連続的であり,明瞭に区分されないのは当然であるが,地理的・

気候的な条件を考慮しつつ,ここでは5地方に類型化した。北海道圏,3都府県大都市

圏,6府県大都市圏,東日本地方圏,西日本地方圏である。東日本地方圏は,同居傾向が

強い地方圏であり,大家族による住み方が今日でも存続していると思われる。これに対し

西日本地方圏は別居志向であり,特に鹿児島県は顕著である。鳥取県,島根県は,地理的

な位置からは西日本に属するが,積雪が深くなるため,老人は東日本地方圏と同様な居住

様式を形成しているものと考えられる。これは,老人向け居住施設の設置動向から判断し

ても妥当な結果である。これらの地方圏が都市化し,両者の中間的な同居・別居状況を示

す府県が6府県大都市圏である。東京都,大阪府の大都市圏では,別居傾向が強まってい

る。この大都市圏に神奈川県も加え3都府県大都市圏と十る。北海道は3都府県大都市圏

と重なるが,様々な条件について異質であると考え。独立した地方として設定した。この

図によると,地方圏からしだいに都市化していく移行状況が,明確に把握される。

老人を含む世帯属性の地方間比較

設定した地方ごとに居住者の属性を様々な側面から検討し,各地方における老人の居住

状況の特徴と,他の地方との差異を把握する。

1.老人を含む世帯の構成

老人が居住する世帯について家族構成を検討する(図2)。家族型では,東日本地方

圏と西日本地方圏が対照的である。前者は「三世代」が過半数を占め,同居志向が強い。

後者は老人の独立傾向が強く,「単身」と「夫婦のみ」が約3割を占めている。これは,

東日本地方圏でこれらの家族型が占めている割合の2倍近い値である。 3都府県大都市圏

より6府県大都市圏で同居の割合が高くなっている。6府県大都市圏では両地方圏の中間

的な家族型構成を示しているので,都市規模が大きくなる程、別居が進行すると言えよう。
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図3 家族型別,家族人数

図4 世帯の年収
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図5 世帯主年齢

図6 世帯主の職業
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北海道圏は,「単身」と「夫婦のみ」の割合が高い地方である。老人においても自立志向が

強いという独自の傾向を示している。

2.家族人数

老人を含む世帯と含まない世帯とを比較すると(図3),老人を含む世帯の方が家族人

数は多いようであるが,これは三世代による影響である。三世代では5,6人の家族が中

心的である。しかし,「1人」と「2人」の家族を合計した割合をみても,東日本地方圏を除

き老人を含む世帯の方が多くなっている。このような単身や夫婦のみの老人世帯に対して

は,日常生活を円滑に送れるための人的な援助も必要であろう。

三世代において,地方間を比較する。7人以上の家族が占める割合が最も低いのは北海

道圏と3都府県大都市圏であり,6府県大都市圏では若干増え,さらに両地方圏で増加す

る。すなわち,都市化にともなって三世代においても家族規模は縮小していく傾向にある。

地方圏でも,東日本地方圏の方が家族人数は多く,大家族制の歴史性を残している。

3.世帯の年収

世帯全体の年収をみる(図4)。単身においては,どの地域でも「100万円未満」が半

数以上を占め,年収が低いことが注目される。若年世代からの支送りや年金によって生活

しているのであろう。収人の低さでは,夫婦のみの世帯が続いている。三世代では,有職

者が複数の場合が多いため高収入層の比率力高い。

地方別にみると,西日本地方圏と北海道圏に低収入層が多く,都市化につれて年収は増

加している。東日本地方圏に年収の高い層が比較的多いのは,三世代の占める割合が高い

からであろう。

4.世帯主年齢

世帯主年齢では(図5),西日本地方圏の高年齢が注目される。単身と夫婦のみにおい

て,他地域に比較して高年齢層の占める割合が高くなっている。逆に,北海道圏では,低

い年齢層が多くを占めている。この要因としては,気候が考えられる。西日本地方圏は気

候が温暖なため,高齢であっても単身で生活することが可能であるが,北海道圏の気候の

厳しさは許さないため,単身居住が可能なのは比較的若い時期に限られるのであろう。

三世代をみると,高年齢層が高い割合を占めるのは東日本地方圏である。親の権威を認

める社会通念が形成されているのであろう。三世代で,最も世帯主年齢が低いのは北海道

圏である。

5.世帯主の職業

各家族型別に世帯主の職業をみると(図6),老人を含む世帯は,世帯主が高齢である

がゆえに「無職」である割合が高い。単身では,約8割が「無職」である。その中でも,

北海道圏における「無職」の割合が高くなっている(87.6%)。他の地方に比較して世帯

主年齢は若いものの,労働条件が厳しいものと思われる。夫婦のみの世帯では,「無職」

に加えて「自営業主」が多い。同じ「自営業主」でも,東西の地方圏では,「農林漁業」

と「商工業,飲食サービス業,その他」とが半ばしているが,3都府県大都市圏と6府県

大都市圏では後者の比率が増加する。三世代では,「自営業主」の割合が高い。自営して

いる仕事を家族全員で営みつつ,次の世代へと継承していくことを目的として,同居して

いるのであろう。3都府県大都市圏では,「会社・団体などの役員」,「自営業主(商工業,

飲食サービス業,その他)」の割合が他地方に比較して高いことが,世帯の年収の高さに結
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図7 三世代における世帯主年齢別,世帯主の職業

居住場所は変化しなかった

図8 最近5年間の居住状況の変化
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図9 現住宅の所有関係

図10 現住宅入居時期
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び付いていると思われる。

三世代のみを特に取りあげて,世帯主が65歳以上の世帯と65歳未満の世帯における世帯

主の職業を比較する(図7)。三世代全体では「自営業主」の割合が高かったが,世帯主

が65齢以上でこの傾向は強い。定年がないために継続可能な職業なのである。 65齢未満の

場合,「会社・団体などの常雇」層の割合が多い。特に3都府県大都市圏で顕著である。

6.最近における居住状況の変化

最近5年間における居住状況の変化を検討すると(図8),老人を含む世帯では「居住

場所も住宅も変化しなかった」割合が高い。特に,単身と夫婦のみでの変化が少ない。老

人居住世帯の中では,三世代が最も変化を起こしている。単身についてみると,北海道圏

での変化率が高いが,「賃貸住宅,給与住宅に移転した」が多く,老朽化した借家から少

し条件の良い借家へという移動を操り返しているものと考えられる。こうせざるを得ない

のは,年収の低いことによる。借家間の移動層は,他の地方でも一定の割合で存在する。

西日本地方圏では,老朽化に対し「増改築を行なった」世帯がみられる。夫婦のみの場合。

「増改築を行なった」割合が増加して,定住性が高くなることを示している。三世代にな

ると,「増改築を行なった」はさらに増加し,「家を新築した」,「前の住宅を壊して建て

替えた」も比率を増す。家族人数の変化や設備等の劣化に対して積極的に対処する姿勢と,

改善に必要な資金を所有することが評価される。したがって,三世代が最も定着する傾向

が強いと言えよう。

すべての家族型において,北海道圏で借家間の移動をしている割合が最も高い。このよ

うな移動傾向の高さは歴史的に形成されてきた特性と考えられるが,老人のみの世帯が高

齢化した場合に,介護が必要になる問題の発生が予測される。

老人が居住する住宅の地方間'比較

各地方ごとに,老人を含む世帯が居住している住宅の特徴を検討し,居住上の問題の所

在をみる。

1.現住宅の所有関係

老人が居住する住宅は,「持家(一戸建・長屋)」の割合が高い(図9)。住宅事情の

厳しい3都府県大都市圏では,老人を含まない世帯の約2倍という高率である。両大都市

圏,東西の地方圏では「民営借家(一戸建・長屋)」も比較的多いが,北海道圏では,同じ

借家でも「民営借家(井本造・共同住宅)」に移ってきている。

単身に注目すると,都市規模が拡大するほど「持家(一戸建・長屋)の占める割合は減

少する。そして,3都府県大都市圏と北海道圏では,「民営借家」のうち「木造アパート・

設備専用」と「木造アパート・設備共用」の占める割合が合計約20%と高いことが注目さ

れる。これらの住宅型の居住者は,低収入層であり,住宅も老朽化しており,設備共用の

場合には特に居住上の支障が大きいので,建て替え等に対する行政上の配慮が必要である。

また,「公営住宅」に居住する単身老人は増加してきているものの,これらの「木造アパー

ト」居住者層を吸収する建設量の増加も検討されてよいだろう。

2.現住宅入居時期

老人を含む世帯が現住宅に人居した時期は早い(図10)。東西の地方圏では,「終戦前」

の人居層が40%前後を占めている。この割合は,都市規模が大きくなるほど低下していく。

-
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図11 現住宅建設時期

図12 居住室数
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図13 居住室全体の規模

図14 同居世帯における居室・設備の専用化志向
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北海道圏にっいては,他の地域より人居時期は遅れている。家族型別にみると,三世代の

人居が早く,定着性が高い。夫婦のみの人居時期は,すっと遅くなり,これに単身が続い

ている。

3.現住宅建設時期

現住宅の建設時期についても,人居時期と同様に,老人を含まない世帯に対して,老人

を含む世帯の居住する住宅の建設時期が早いことが注目される(図11)。

地方間で比較すると,東西の地方圏に加えて6府県大都市圏においても,ほぼ同時期に

建設されていることがわかる。したがって,これらの地方の住宅は,同様な代謝のサイク

ルで更新されていると考えられる。 3都府県大都市圏では,建設時期が新しくなり,北海

道圏になると,さらに新しい。

家族型別では,三世代の住宅の建設時期が新しく,居住する持家(一戸建・長屋)が,

必要に応じて自力で建て替え,改築されている様子がうかがえる。三世代では,それを可

能にする収人を得ているのである。夫婦のみ,単身となるにしたがって,建設時期は早く

なる。そして,6府県大都市圏と東西の地方圏における単身では,「終戦前」に建った住宅

の居住者が30%前後を占め,老朽化による問題が発生していることが推察される。前述し

たように,これらの老朽化した住宅の間を,次々と転居している割合が高いのが単身老人

であり,問題の大きな家族型と言えよう。

4.現住宅の居住室数

現往宅の規模を居住室数化によってみると(図12),東日本地方圏の室数が多く,西日

本地方圏と6府県大都市圏が同程度で,3都府県大都市圏と北海道圏の住宅の室数は少な

･い状況が読みとれる。

単身については3室以下の割合が高いが,東日本地方圏では,7室以上の住宅でも10%

弱を占めており,住宅の規模水準が全体的に高い条件にあることがわかる。夫婦のみの住

宅は,各地域とも共通した傾向にある。三世代では,東日本地方圏の室数が多いことが注

目される。9室以上の住宅が占める割合が最も高く,2割以上を示している。これに西日

本地方圏,そして,6府県大都市圏が続く。3都府県大都市圏と北海道圏は,ほぼ同程度

の室数で,少ない。東日本地方圏では,家族人数が多いために,規模の大きい住宅を必要

としていることが理解される。三世代が3室や4室の住宅に居住する場合,寝室を確保す

る上で問題の発生が考えられるが,3都府県大都市圏と北海道圏では,2割以上の住宅が

4室以下である。

5.現住宅における居住室全体の規模

居住室全体の規模を比較しても,室数の場合とほぼ同様な結果が得られる(図13)。東

日本地方圏の規模が最大で,西日本地方圏と6府県大都市圏が同程度で続く。北海道圏と

3都府県大都市圏は,室数で比較すると同程度であったが,規模によってみると北海道圏

の方が広い傾向を示している。 1室当りの規模が大きいという地方差がうかがわれる。こ

れは,冬期に暖房機具を置くために必要なスペースを拡大したためと考えられる。 3都府

県大都市圏の単身において,6畳未満の住宅に居住する世帯が7.2 %残存していることは,i

大きな問題である。三世代については,家族人数に応じて様々な規模の住宅が供給されて

いることがみられる。
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図15 地方別,居住性評価

6｡同居世帯における居室と設備の専用化志向

東日本地方圏においては,同居傾向が強いことをみたが,同居する場合に,世代間の分

離をどのように考えているのかを検討する(図14)。老人の世代専用に確保することが必

要なのは「寝室」である。その他は,専用化の希望は少ないものの,「便所」と「居間」

の割合が2割程度ある。

地方ごとの差に注目すると,東日本地方圏だけが専用に確保する志向性が低い。これか

ら,東日本地方圏では,親の世代を世帯主として,その下で同居していく家族生活の秩序

が定着していることがうかがわれる。両大都市圏,北海道圏では,同一の住宅に居住する

場合,世代間の生活領域を分離しようとする志向性を示している。3都府県大都市圏では。

「台所」も分離しようとするほど強く表わしている。北海道圏では,「居間」の分離志向

が他の居室や設備に比べて強いことから,世代ごとに独自の生活上の方針をたてることを

求めているようであり,その姿勢が別居の高さへと繋がっていると考えられる。

居住者による住宅・環境条件の評価

老人を含む世帯が抱いている住環境に関する問題点を抽出するために,各評価項目ごと

に,居住者が自ら居住する住宅に対して行なった4段階の満足度に対し,平均的な位置を

求めて検討した。

地方別の評価を,図15に示す。各項目に対して,各地方とも同程度の評価を下すことが

多く,類似したプロフィールを描いているが,詳細に検討すると,地方ごとの特徴が的確
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図16 老人の世帯型別,居住性評価

にみられる。

住宅に関する評価では,規模条件についての評価が比較的高く,設備条件や老朽化に対

する不満が多く出ている。「住宅の遮音性や断熱性」,「住宅のいたみ具合」には,建設時

期が早い住宅に居住するためと考えられる。3都府県大都市圏では,「住宅の広さ,部屋数」

と「住宅の収納スペース」の評価が他地方より低く,住宅の狭小さを反映した結果となっ

ている。また,「敷地・住棟まわりの広さ」評価も他地方より低く,居住密度の高さを示す。

環境条件に関する評価では,3都府県大都市圏において「日当り・風通しなどの衛生条

件」や「まわりの建て込み状況」が,他地方に比較して低い評価を受けている。老人は日

照の豊富な生活を求めるので,長屋や木造アパートに対しては,居住地を含めた整備によ

る住宅改善が必要である。また,東西の地方圏では,「日常の買物･病院などの利便性」評

価が低い。老人の移動手段を確保することが,課題としてあげられる。

老人の世帯型別に検討する(図16)。三世代においては,「住宅の広さ・部屋数」,「住

宅の間取り」など基本的な住宅条件に問題があり,規模の確保と生活様式に合致した世代

間の分離状況の確立が必要である。単身では。住宅の建設時期が早いために「住宅のいた

み具合」が,住宅密集地に立地するために「日当り・風通しなどの衛生条件」が低い評価

となっており,住宅施策による整備が必要である。地方圏での割合が高い三世代では,

「日常の買物・病院などの利便性」,「集会所・図書館などの接近性」に問題があることを

示している。

以上のような評価項目相互の関係を,因子分析によって検討する。分析は,住宅と環境
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図17 居住者による評価項目の因子分析(バリマックス回転後)

に関する総合的な評価を除いて,老人を含む世帯の型別に行なった。その結果は,図17の

ようである。各世帯型において,3つの因子が同様に抽出された。第1因子は住宅条件,

第2因子は環境条件,第3因子は施設条件に関するものであったが,ここでは寄与率の高

かった第1,第2因子について示す。因子負荷量によって各評価項目をプロットするとい

くつかのまとまりが形成され,各家族型ごとに実現している居住性を読みとることが可能

である。

単身では,敷地に関する項目が住宅条件と接近している。これは,単身が居住する住宅

が,持家であっても小規模であったり,長屋や木造アパートなどの民営借家であるために,

住戸周りの空間が確立しない形式であるためと考えられる。居住者は,敷地条件の劣悪さ

が住宅条件にも影響を及ぼしていると捉えているので,この種の住宅に対しては,居住地

の改善による住宅の整備が必要であろう。夫婦のみでは,それぞれの項目によるグループが独

立している。三世代になると,施設条件のうちの2項目が利便性に接近してくる。三世代

が多い地方圏では,これらの施設を利用するためには,交通手段が不可欠であることを示

しており,若年世代の手を借りなくても,これらの施設を利用可能とする交通手段の整備

が必要である。

老人が居住する住宅の規模

居住者による評価をみた限り,住宅規模に対する不満は高く出なかった。しかし,住宅

の規模は居住性を確保する上で最も重要な項目であるため,ここでは居住者に満足感を与

えるために必要な住宅規模を検討する。図18は,居住者が自ら居住する住宅に対して行なっ

た4段階の評価値ごとに,そこに該当した住宅規模の平均値を求め,地方別,家族型別に

示したものである。

居住者が必要とする住宅規模は,3都府県大都市圏が最も狭く,6府県大都市圏では増

加し,東日本地方圏では最も広い規模を示す。西日本地方圏は,単身と夫婦のみの世帯型

では6府県大都市圏とほぼ同程度であるが,三世代になると6府県大都市圏ほどの規模を

必要としていない。北海道圏も,6府県大都市圏程度の規模水準を必要としている。

世帯型による差を検討する。単身が必要とする住宅規模と夫婦のみの場合との差を求め
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図18 居住者による「住宅の広さ」評価と住宅規模

ると,地方による変動はあるものの6~8畳である。しかし,三世代の場合には,家族人

数の1人増加にともなう規模の増加は3畳程度に留まっている。

老人を含む世帯が必要とする住宅規模と含まない世帯が必要とする住宅規模とを比較す

ると,両者はほぼ並行する。夫婦のみでは両者は重なるが,単身では,老人の方が広い規

模を必要とすることがみられる。三世代と二世代の間には,大きな差がある。それは。

「非常に不満」という評価を受ける住宅規模が,二世代では大きく低下することである。

すなわち,二世代では狭い住宅でも許容することが可能であると読みとれるが,子供が小

さいために同室居住が可能であるといった要因が考えられる。同一世帯人数において,三

世代と二世代の必要住宅規模の差をみると8畳程度である。この差は,三世代において世

代間を分離するために必要となる居室の規模として考えられる。

老人を含む世帯が必要とする住宅規模を,居住者の評価が不満から満足に転換する際の

規模と考え,「多少不満」と「まあ満足」の中間点がとる住宅規模の値を抽出し,居住水

準として設定されている値と比較検討する。単身でみると,最低居住水準(9畳)で満足

する地方はなく,3都府県大都市圏でも都市居住型誘導居住水準(14畳)を必要としてお

り,6府県大都市圏で一般型誘導居住水準(18.5畳)に近く,東日本地方圏ではそれ以上

の規模を必要とするように,地方による差が大きい。しかし,三世代5人世帯についてみ

ると,最低居住水準(22.5畳)で満足する地方はないものの,都市居住型誘導居住水準

(48畳)は東日本地方圏の値にほぼ一致し,一般型誘導居住水準(60.5畳)の規模はどの

地方も必要としていない。したがって,現行居住水準の設定は,少人数の世帯型について

は全体的に高く,多人数の世帯型に対しては誘導居住水準を低く設定し直すことが妥当と

考えられる。

結 語

老人を含む世帯の基本的な属性について5地方に類型したが,この分類は老人の居住施

設の供給状況とも合致した妥当なものであった。

地方と老人の世帯型における比較を行なった結果,東日本地方圏の同居傾向と西日本地
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方圏の別居傾向があり,都市的地方になると両地方の中間的な位置を占め,さらに大都市

化すると別居傾向が強くなるという関係が明確になった。また,北海道圏については,独

自の自立志向性がみられた。したがって,東日本地方圏に居住する老人は,気候条件が厳

しくても家族の中で生活を送れるが,北海道圏で比率の高い単身・夫婦のみの老人は問題

である。また,東日本地方圏に分類されたものの,周囲から別居志向の影響も強く受ける

山陰地方の老人のみからなる世帯も,冬期に同様の問題をもつ。これらに対しては,老人

向けの公営住宅,老人住宅などの施設が必要であろう。大都市圏の単身老人は,長屋や本

造アパートに居住する比率が高いが,これらの住宅は建設後長く経過しており,老朽化し

ているという住宅問題を抱えている。これらの居住者の収人状況などを配慮しながら,地

区の環境を含めた住宅改善を行なう必要があろう。また,地方圏では,住宅内容よりも,

老人の移動を保障していくことが求められている。以上のような対策は,地方ごとの老人

の状況を把握しつつ行なわれる必要がある。

(昭和61年9月16日受理)
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